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本日の内容
1. 「学校において予防すべき感染症の解説 令和５年度
改定 追補版」及び「学校における結核対策マニュアル
令和７年度改定」（新規）

2. 健康診断

3. 健康観察

4. 疾病の管理と予防

5. 健康相談及び保健指導

6. これからの養護教諭



1. 疾病の理解や学校における適切な生活管理への指導が必要なことから、保護者・主治医・
学校医・学級担任・教科担任等との緊密な連携が必要であるとともに、救急体制にも常に
万全を期しておく。

2. 疾病管理が必要な児童生徒等に対しては、保護者の了解を得て主治医との連携を図ること
が大切である。疾病の内容、病状、使用している薬剤等について、主治医からの情報とアドバ
イスを受けるなどして、適切な管理が行えるようにする。

3. 児童生徒等本人が自己の疾病や生活管理の必要性を理解できるよう指導するとともに、全
教職員の共通理解を図ることが必要である。

4. 同級生などが疾病等について正しく理解し、偏見や差別をしないよう指導しておくことも必要で
ある。その際、本人と保護者の理解を得て、プライバシーを侵害しないように配慮しながら行う
ことが大切である。

疾病の管理と予防

• 保健調査、健康診断、健康観察、健康相談等により、疾病に罹患している児童生徒等の
早期受診や早期の回復、治療への支援を行う。

• 運動や授業などへの参加の制限を最小限に止め、可能な限り教育活動に参加できるよう配
慮することにより、安心して学校生活を送ることができるよう支援する。

疾病の管理の目的

疾病の管理の留意点

出典：「学校保健の課題とその対応～令和２年度改訂～」（令和３年３月 日本学校保健会） 51
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学校生活管理指導表
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・ アレルギー疾患は決して珍しい疾患ではなく、学校には各種のアレルギー疾患の子供が多数在籍している。
・ 学校で給食を食べたとき、突然症状が現れる子供がいる。
・ 症状が急速に変化し、重篤な症状に至ることもある。
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すべての教職員が、正しい知識と適切な対応を身に付ける必要がある。

～児童生徒が安心して学校生活を送るためには全ての学校で取組が必要～

〇平成25年度調査と比較すると、「ぜん息」は減少していたが、その他は増加

アレルギー疾患有病率（学校）
単位：％

出典：令和４年度アレルギー疾患に関する調査報告書（令和５年３月 日本学校保健会）
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食物アレルギーにおける原因食物（アレルゲン）

• 鶏卵 （25.8%）、果物類（25.0%）、甲殻類（14.9%）、木の実類（12.4%）、
ピーナッツ（11.2%）、 牛乳・乳製品（11.1%）の順に多い。

出典：令和４年度アレルギー疾患に関する調査報告書（令和５年３月 日本学校保健会）
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小学校 中学校 高等学校 特別支援学校 義務教育学校 中等教育学校 全体

児童生徒数 4,458,491 2,184,204 1,486,444 115,026 49,970 15,028 8,309,163

エピペン®

保有者

学校が把握している数 25,609 9,315 4,404 606 220 67 40,221

所持率 0.57% 0.43% 0.30% 0.53% 0.44% 0.45% 0.48%

管理指導表の提出者 23,922 8,252 3,235 571 197 52 36,229

監視指導表の提出率 93.4% 88.6% 73.5% 94.2% 89.5% 77.6% 90.1%

（令和３年４月１日～令和４年３月31日）
本人による自己注射 学校職員による注射 保護者による注射 救急救命士による注射

335件 403件 225件 452件

本人による自己注射
23.7%

学校職員による注射
28.5%保護者による注射

15.9%

救急救命士による注射
31.9%

本人による自己注射は、
小学校13.1%
中学校27.9%
高等学校58.7%
※学年が上がるにつれて
割合が高くなっている。

エピペン®の使用状況

エピペン®保持者と管理指導表の活用
・エピペン®の保持
者は全体で  
0.48%
・エピペン®保持者
の学校生活管理
指導表の提出率
は、全体で
90.1％ 

出典：令和４年度アレルギー疾患に関する調査報告書（令和５年３月 日本学校保健会）

出典：令和４年度アレルギー疾患に関する調査報告書（令和５年３月 日本学校保健会）
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アレルギー疾患の対応推進体制＜教育委員会の役割＞
アレルギー対応委員会の設置

• 学校単位で連携しにくい機関（医師会、消防機関等）との広域的な対応の取りまとめや支援を行う。
• 関係者の定期的な協議の場を設け、連携体制の構築等に努める。
• 研修会等の実施・支援を行う。
• 食物アレルギー対応状況を把握し、必要に応じて指導及び支援を個別に行う。
• すべての事故及びヒヤリハット事例について情報を集約し、改善策とともに所管内に周知を図り、事故防止に努める。
地域の状況を考慮した基本的なアレルギー対応の方針の策定 

各学校の対応状況の把握及び環境整備や指導 

教職員のアレルギー対応研修会の充実 

医師会、消防機関等との広域的な対応の取りまとめと支援

• 学校の独自の判断に任せるのではなく、地域の状況を考慮し、関係機関との連携体制の中で、基本的な対応の方針を
示す。

• 学校での対応が適切な対応であるか確認するとと
もに、対応の指導を行う。

• 環境整備には、安全に対応できるように、施設の
整備や必要な物品と人材の配置などがある。

• 学校での対応をより適切に安全に行うためには、
一定の質を保ちつつ、全教職員等が継続的に学
ぶ研修会を設定したり、校内研修の実施を働きか
ける。

• さらに、緊急時に備えて医療機関や消防機関との
定期的な協議の場と連携体制の構築を行う。

• 関係機関とガイドラインや管理指導表の運用について共通理解を図り、定期的に協議の場を設置し、連携を円滑に
行えるよう体制を整える。 56



学校におけるアレルギー疾患への対応に関する教育委員会の取組

63％

15.2％

13％

89.4％

66％

6.4％

0 20 40 60 80 100

各学校に対して研修会を継続的に行うよう指導してい
る

各学校に対して委員会を設置するよう指導している

統一した方針は示しておらず各学校の判断に任せてい
る

平成25年度 令和４年度
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出典：平成25年度学校生活における健康管理に関する調査事業報告書

 令和４年度アレルギー疾患に関する調査報告書（令和５年３月 日本学校保健会）
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る
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• 校長を責任者とし、関係者で組織するアレルギー対応委員会を校内に設置する。
• 校内の児童生徒等のアレルギー疾患に関する情報を把握し、日常の取組と事故予防、緊

急時の対応について協議し情報を共有する。
• 取組プランや緊急時のマニュアルを作成する際は、医師が作成した管理指導表に基づき話

し合いを進める。

• 緊急時の対応の充実をはかるため
には、事前に学校医 、主治医、地
域の消防機関等との体制づくりが重
要である。

• 緊急時に教職員が組織的に対応
できるように、全教職員がアレルギー
を理解し情報共有するとともに、実
践的な訓練を定期的に行う必要が
ある。

アレルギー疾患の対応推進体制＜学校の役割＞

アレルギー対応委員会の設置と学校全体の組織的な取組

緊急時対応体制の整備
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ガイドライン



27.3％

20.4％

64.1％

64.4％

0 20 40 60 80 100

アレルギー疾患に関する校内研修を行った

アドレナリン自己注射薬の取扱いに関する校内実習を
行った

平成25年度 令和４年度

学校におけるアレルギー対応に関する研修会等の開催
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（％）

出典：平成25年度学校生活における健康管理に関する調査事業報告書
 令和４年度アレルギー疾患に関する調査報告書（令和５年３月 日本学校保健会）

アナフィラキシーで児童生徒本人がアドレナリン自己注射薬を使用できない場合の対応

（％）
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立場に関係なく全教職員の誰もが直ちに注射することになっている

特定の教職員が直ちに注射することになっている
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アレルギー症状を出さない
ための環境づくり

緊急時の速やかな対応

全ての
児童生徒等が

安心して学校生活を
送ること

アレルギー疾患の理解

関係者間での情報共有

各種研修の実施

関係者間での連携体制づくり

ガイド
ライン

学校における
アレルギー疾患に
対する取組の
ゴールとは

映像資料

https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1353630.htm 60
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てんかん発作時の座薬挿入について

<平成28年2月29日付け事務連絡 >

① 当該児童生徒及びその保護者が、事前に医師から、次
の点に関して書面で指示を受けていること。

• 学校においてやむを得ず坐薬を使用すると認められる児
童生徒であること

• 坐薬の使用の際の留意事項
② 当該児童生徒及びその保護者が、学校に対して、やむ

を得ない場合には、当該児童生徒に坐薬を使用するこ
とについて、具体的に依頼（医師から受けた坐薬の挿
入の際の留意事項に関する書面を渡して説明しておくこ
と等を含む。)していること。

③ 当該児童生徒を担当する教職員が、次の点に留意して
坐薬を使用すること。

• 当該児童生徒がやむを得ず坐薬を使用することが認め
られる児童生徒本人であることを改めて確認すること。

• 坐薬の挿入の際の留意事項に関する書面の記載事項
を遵守すること

• 衛生上の観点から、手袋を装着した上で坐薬を挿入す
ること

④ 当該児童生徒の保護者又は教職員は、坐薬を使用し
た後、当該児童生徒を必ず医療機関での受診をさせる
こと。 

４つの条件

出典：学校におけるてんかん発作時の座薬挿入について（平成28年２月29日付け 文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課事務連絡）抜粋
https://www.mext.go.jp/content/20260427-mxt_kenshoku-000031776_3.pdf
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学校等におけるてんかん発作時の口腔用液（ブコラム®）の投与について
<令和4年7月19日付け事務連絡 >

① 当該児童等及びその保護者が、事前に医師から、
次の点に関して書面で指示を受けていること。

• 学校等においてやむを得ずブコラムⓇを使用する必
要性が認められる児童等であること

• ブコラムⓇの使用の際の留意事項

② 当該児童等及びその保護者が、学校等に対して、や
むを得ない場合には当該児童等にブコラムⓇを使用
することについて、具体的に依頼 (医師から受けたブ
コラムⓇの使用の際の留意事項に関する書面を渡し
て説明しておくこと等を含む｡) していること。

③ 当該児童等を担当する教職員等が、次の点に留意
してブコラムⓇを使用すること。

• 当該児童等がやむを得ずブコラムⓇを使用することが
認められる児童等本人であることを改めて確認する
こと

• ブコラムⓇの使用の際の留意事項に関する書面の
記載事項を遵守すること

④ 当該児童等の保護者又は教職員等は、ブコラムⓇを
使用した後、当該児童等を必ず医療機関で受診さ
せること。

４つの条件

出典：学校等におけるてんかん発作時の口腔用液（ブコラム®）の投与について（令和４年７月19日付け 文部科学省初等中等教育局
健康教育・食育課等事務連絡）抜粋
https://www.mext.go.jp/content/20260427-mxt_kenshoku-000031776_4.pdf
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• ブコラム®を使用した場合には、てんかん発作を起こした児童生徒等が受診することとなる医療機関の医
療従事者が、使用済みの容器をもとにその投与状況を確認するため、当該医療従事者又は救急搬送を
行う救急隊に使用済みの容器を受け渡すとともに、実施した内容を伝える等の対応が必要となる。
※本事務連絡は消防庁と協議済み

• ブコラム®の使い方等を理解するに当たっては、製造販売業者のホームページも参照する。

出典：クリニジェン株式会社HP
https://www.buccolam.jp/

学校等におけるてんかん発作時の口腔用液（ブコラム®）の投与について
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出典：クリニジェン株式会社HP 64



＜令和８年４月16日付け事務連絡＞

① 当該児童等及びその保護者が、事前に医師から、次の点
に関して書面で指示を受けていること。

• 学校等においてやむを得ずジアゼパム点鼻液を使用する必
要性が認められる児童等であること

• ジアゼパム点鼻液を使用する際の留意事項
② 当該児童等及びその保護者が、学校等に対して、やむを得

ない場合には当該児童等にジアゼパム点鼻液を使用するこ
とについて、具体的に依頼（医師から受けたジアゼパム点
鼻液を使用する際の留意事項に関する書面を渡して説明
しておくこと等を含む｡）していること。

③ 当該児童等を担当する教職員等が、次の点に留意してジ
アゼパム点鼻液を使用すること。

• 当該児童等がやむを得ずジアゼパム点鼻液を使用すること
が認められる児童等本人であることを改めて確認すること

• ジアゼパム点鼻液を使用する際の留意事項に関する書面
の記載事項を遵守すること

④ 当該児童等の保護者又は教職員等は、ジアゼパム点鼻液
を使用した後、当該児童等を必ず医療機関で受診させる
こと。

４つの条件

出典：学校等におけるてんかん発作時のジアゼパム点鼻液（スピジア®）の投与について（令和８年４月16日付け 文部科学省総合教育政策局
健康教育・食育課等事務連絡）抜粋
https://www.mext.go.jp/content/20260427-mxt_kenshoku-000031776_5.pdf

学校等におけるてんかん発作時のジアゼパム点鼻液
（スピジア®）の投与について
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学校等におけるてんかん発作時のジアゼパム点鼻液
（スピジア®）の投与について

学校等においては、児童生徒等及びその保護者からてんかん発作時のジアゼパム点鼻液の
投与について依頼があった場合には、別紙１の４つの条件に基づき、医師の指示を確認する
とともに、保護者等と対応について協議を行い、共通理解を図ることが必要となります。また、
児童生徒等がてんかん発作を起こした場合に適切な行動ができるよう、教職員等で日頃から
の準備として定期的な研修や訓練を行うこと等も重要です。
てんかん発作においては、当該児童生徒等が意識を失っている場合も想定されることから、傷

病者発生時の対応に準じて、教職員等が連携して、迅速・的確な応急手当（一次救命処
置）、保護者や医療機関への緊急連絡、救急要請などによる医療機関受診が重要です。その
上で、ジアゼパム点鼻液を使用した場合には、てんかん発作を起こした児童生徒等が受診するこ
ととなる医療機関の医療従事者が、使用済みの容器をもとにその投与状況を確認するため、当
該医療従事者又は救急搬送を行う救急隊に使用済みの容器を受け渡すとともに、実施した内
容を伝える等の対応が必要となります。
なお、０～５歳の乳幼児に対しては、保育所等においてジアゼパム点鼻液を預かり、職員等が
投与することは想定されていません。

「学校等におけるてんかん発作時のジアゼパム点鼻液（スピジア®）の投与について」
（令和８年４月16日付け 文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課等事務連絡）抜粋

 本事務連絡は消防庁と協議済み
 医療機関においても、学校等や教育委員会と連携し、本事務連絡や学校等の体制を踏まえて、ジアゼ

パム点鼻液の処方及び指示を出していただけるよう、別途、公益社団法人日本医師会に対して、各都
道府県医師会等に周知されるよう依頼済み
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学校等におけるてんかん発作時のジアゼパム点鼻液
（スピジア®）の投与について

ジアゼパム点鼻液の使い方等を理解するに当たっては、製造販売業者のホームページも参照する。

出典：スピジアを使用される教職員または保育士など教育・保育現場の方へ スピジアⓇ点鼻液使用ガイド（アキュリスファーマ株式会社・
ヴィアトリス製薬合同会社HP）https://spydia.jp/educators/

https://spydia.jp/educators/
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事後措置等の学校と医療機関等との連携に係るモデルケース作成事業
（てんかん及び重症の低血糖への対応における学校と医療機関等の連携に係る好事例集）

出典：事後措置等の学校と医療機関等との連携に関するモデルケース作成事業（令和８年３月 日本学校保健会）
https://www.gakkohoken.jp/books/archives/285

https://www.gakkohoken.jp/books/archives/285


＜令和６年１月25日付け事務連絡＞

① 当該児童等及びその保護者が、事前に医師から、次
の点に関して書面で指示を受けていること。

• 学校等においてやむを得ずグルカゴン点鼻粉末剤を
使用する必要性が認められる児童等であること

• グルカゴン点鼻粉末剤の使用の際の留意事項
② 当該児童等及びその保護者が、学校等に対して、や

むを得ない場合には当該児童等にグルカゴン点鼻粉
末剤を使用することについて、具体的に依頼 （医師
から受けたグルカゴン点鼻粉末剤の使用の際の留意
事項に関する書面を渡して説明しておくこと等を含
む｡）していること。

③ 当該児童等を担当する教職員等が、次の点に留意
してグルカゴン点鼻粉末剤を使用すること。

• 当該児童等がやむを得ずグルカゴン点鼻粉末剤を
使用することが認められる児童等本人であることを改
めて確認すること

• グルカゴン点鼻粉末剤の使用の際の留意事項に関
する書面の記載事項を遵守すること

④ 当該児童等の保護者又は教職員等は、グルカゴン点
鼻粉末剤を使用した後、当該児童等を必ず医療機
関で受診させること。

４つの条件

出典：学校等における重症の低血糖発作時のグルカゴン点鼻粉末剤（バクスミー®）投与について（令和６年１月25日付け 文部科学省
初等中等教育局健康教育・食育課等事務連絡）抜粋
https://www.mext.go.jp/content/20260427-mxt_kenshoku-000031776_6.pdf

学校等における重症の低血糖発作時のグルカゴン点鼻粉末剤
（バクスミー®）投与について
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https://www.mext.go.jp/content/20260427-mxt_kenshoku-000031776_6.pdf


• 重症の低血糖発作においては、当該児童生徒等が意識を失っている場合も想定されることから、
傷病者発生時の対応に準じて、教職員等が連携して、迅速・的確な応急手当（一次救命処
置）、緊急連絡・救急要請などを行うことが重要である。

• グルカゴン点鼻粉末剤を使用した場合には、低血糖発作を起こした児童生徒等が受診することと
なる医療機関の医療従事者が、使用済みの容器をもとにその投与状況を確認するため、当該医
療従事者又は救急搬送を行う救急隊に使用済みの容器を受け渡すとともに、実施した内容を伝
える等の対応が必要となる。 ※本事務連絡（令和６年１月25日付け文部科学省初等中等
教育局健康教育・食育課外事務連絡）は消防庁と協議済み

• グルカゴン点鼻粉末剤の使い方等を理解するに当たっては、製造販売業者のホームページも参照
する。

出典：グローバルレギュラトリーパートナーズ合同会社HP
https://globalregulatorypartners.co.jp/products/baqsimi-nasal-powder-patients/

学校等における重症の低血糖発作時のグルカゴン点鼻粉末剤
（バクスミー®）投与について
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https://globalregulatorypartners.co.jp/products/baqsimi-nasal-powder-patients/


出典：低血糖時の救急処置のために バクスミー®点鼻粉末剤使用の手引き（グローバルレギュラトリーパートナーズ合同会社HP）
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＜令和８年４月16日付け事務連絡＞

① 当該児童等及びその保護者が、事前に医師から、次
の点に関して書面で指示を受けていること。

• 学校等においてやむを得ずアドレナリン点鼻液を使
用する必要性が認められる児童等であること

• アドレナリン点鼻液を使用する際の留意事項
② 当該児童等及びその保護者が、学校等に対して、や

むを得ない場合には当該児童等にアドレナリン点鼻液
を使用することについて、具体的に依頼 （医師から
受けたアドレナリン点鼻液を使用する際の留意事項に
関する書面を渡して説明しておくこと等を含む｡）して
いること。

③ 当該児童等を担当する教職員等が、次の点に留意
してアドレナリン点鼻液を使用すること。

• 当該児童等がやむを得ずアドレナリン点鼻液を使用
することが認められる児童等本人であることを改めて
確認すること

• アドレナリン点鼻液を使用する際の留意事項に関す
る書面の記載事項を遵守すること

④ 当該児童等の保護者又は教職員等は、アドレナリン
点鼻液を使用した後、当該児童等を必ず医療機関
で受診させること。

４つの条件

出典：学校等におけるアナフィラキシーショック時のアドレナリン点鼻液（ネフィー®）の投与について（令和８年４月16日付け 文部科学省
総合教育政策局健康教育・食育課等事務連絡）抜粋
https://www.mext.go.jp/content/20260427-mxt_kenshoku-000031776_2.pdf

学校等におけるアナフィラキシーショック時のアドレナリン点鼻液
（ネフィー®）の投与について
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https://www.mext.go.jp/content/20260427-mxt_kenshoku-000031776_2.pdf
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学校等においては、児童生徒等及びその保護者からアナフィラキシーショック時のアドレナリ
ン点鼻液の投与について依頼があった場合には、別紙１の４つの条件に基づき、医師の指示
を確認するとともに、保護者等と対応について協議を行い、共通理解を図ることが必要となり
ます。また、児童生徒等がアナフィラキシーショックを起こした場合に適切な行動ができるよう、
教職員等で日頃からの準備として定期的な研修や訓練を行うこと等も重要です。
アナフィラキシーショック時においては、当該児童生徒等が意識を失っている場合も想定されるこ

とから、傷病者発生時の対応に準じて、教職員等が連携して、迅速・的確な応急手当（一次
救命処置）、保護者や医療機関への緊急連絡、救急要請などによる医療機関受診が重要で
す。その上で、アドレナリン点鼻液を使用した場合には、アナフィラキシーショックを起こした児童生
徒等が受診することとなる医療機関の医療従事者が、使用済みの容器をもとにその投与状況を
確認するため、当該医療従事者又は救急搬送を行う救急隊に使用済みの容器を受け渡すとと
もに、実施した内容を伝える等の対応が必要となります。

出典：学校等におけるアナフィラキシーショック時のアドレナリン点鼻液（ネフィー®）の投与について」（令和８年４月16日付け 文部科学省総合教育政策局健
康教育・食育課等事務連絡）抜粋

 本事務連絡は消防庁と協議済み
 医療機関においても、学校等や教育委員会と連携し、本事務連絡や学校等の体制を踏まえて、アドレ

ナリン点鼻液の処方及び指示を出していただけるよう、別途、公益社団法人日本医師会に対して、各都
道府県医師会等に周知されるよう依頼済み

学校等におけるアナフィラキシーショック時のアドレナリン点鼻液
（ネフィー®）の投与について
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学校等におけるアナフィラキシーショック時のアドレナリン点鼻液
（ネフィー®）の投与について

アドレナリン点鼻液の使い方等を理解するに当たっては、製造販売業者のホームページも参照する。

出典：ネフィーサイト（アルフレッサファーマ株式会社HP）
https://www.neffy.net/teacher/

https://www.neffy.net/teacher/


＜令和６年８月 日本学校保健会＞

学校における薬品管理マニュアル

「学校における薬品管理マニュアル 令和４年度改訂」
（令和５年３月 日本学校保健会）抜粋

出典：「学校における薬品管理マニュアル 令和４年度改訂 追補版」
（令和６年８月 日本学校保健会）
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https://www.gakkohoken.jp/book/ebook/ebook_R060020/data/674/src/R060020.pdf?d=1767846492812


学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアルについて

出席停止
 感染が判明した児童生徒に対しては、出席停止の措置を講じつつ、ICTの活用等により、学習の機会を確保するなど、

学びの保障の観点に留意
 合理的な理由で、感染不安で休ませたいと相談のあった者等については、引き続き「校長が出席しなくてもよいと認めた

日」として扱うことを許容

臨時休業  臨時休業の意義や条件・範囲を事前に明確にし、学びの保障の観点に留意しつつ、必要な範囲・期間で機動的に対
応

平時における学校においては、健康観察や換気の確保、手指衛生といった感染症対策を
講じつつ、感染流行時等には、一時的に活動場面に応じた感染症対策を検討

 平時から求められる感染症対策（マスクについては着用を求めないことが基本。以下の対策以外に特段の感染症対策を講じる必要はない。）

マスクの着用  感染流行時等には、教職員が着用する又は児童生徒に着用を促すことも考えられること（その場合にも、着用を強いる
ことのないようにすること）

活動場面ごとの感染症対策
各教科等、儀式的行事等
部活動、給食、登下校 等

 感染流行時等には、「感染リスクが比較的高い活動」等に当たって、活動場面に応じて、
 ・「近距離」「対面」「大声」での発声や会話を控えること
 ・児童生徒間に触れ合わない程度の身体的距離を確保すること
等の対策を講じることが考えられること

健康観察  発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合には、無理をせず、自宅で休養するよう周知・呼び掛け
 児童生徒の健康状態を継続的に把握（ICT等の活用による効果的な実施。毎日の体温チェック・提出等は不要。）

換気の確保  気候上可能な限り常時、困難な場合はこまめに、２方向の窓を同時に開けて換気
 十分な換気が確保できない場合には、サーキュレータや空気清浄機等の導入など、換気のための補完的な措置を検討

手洗い等の手指衛生  外から教室に入る時やトイレの後、給食の前後など、流水と石けんでのこまめな手洗いを指導

清掃・消毒  一時的な消毒の効果を期待するよりも、清掃により清潔な空間を保つことが重要
 清掃活動とは別に日常的な消毒作業を行うことは不要

 感染流行時等に一時的に検討することが考えられる感染症対策

 感染状況に応じて、機動的に講ずべき措置
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新型コロナウイルス感染症の罹患後症状に悩む児童生徒への配慮について（通知）

出典：新型コロナウイルス感染症の罹患後症状に悩む児童生徒への配慮について（令和７年９月30日付け７初健食第11号健康教育・食育課長通知）
77

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001159305.pdf


症状が長引くことがあることを知っていますか？
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）にかかった後、ほとんどの方は時
間経過とともに症状が改善します。いまだ不明な点が多いですが、一部の方
で長引く症状（罹患後症状、いわゆる後遺症）があることがわかってきました。
症状が改善せず続く場合には、かかりつけ医等や地域の医療機関に相談し
ましょう。

新型コロナウイルス感染症の罹患後症状（いわゆる後遺症）について

出典：新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手引き 
別冊 罹患後症状のマネジメント第3.1版（厚生労働省）
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001422904.pdf

出典：新型コロナウイルス感染症の罹患後症状（いわゆる後遺症）について（厚生
労働省）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_004
02.html
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https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001159305.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00402.html
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001422904.pdf


感染症対策に係る各種リーフレットの周知について
基本的な感染対策 次の感染症危機に備えましょう

感染症に関する偏見や差別をなくしましょう
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咳エチケット・正しいマスクの着用について 正しい手洗いについて

出典：広報・啓発資料（内閣感染症危機管理統括庁HP）https://www.caicm.go.jp/houdou/documents/index.html

https://www.caicm.go.jp/houdou/documents/index.html


※2022(令和４)年１月27日、第47回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会、資料１より抜粋
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ヒトパピローマウイルス感染症～子宮頸がん（子宮けいがん）とHPVワクチン～
（厚生労働省）

「令和５年度「ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種に関する相談
支援・医療体制強化のための地域ブロック拠点病院整備事業」に基づ
く啓発活動への協力について」（令和５年９月８日付け 文部科学
省初等中等教育局健康教育・食育課事務連絡）

• 厚生労働省においては、令和４年度よりHPVワクチ
ンの積極的勧奨を再開するとともに、HPVワクチンの
定期接種に関する相談支援・医療体制等を更に強
化する。

• 教職員がHPVワクチンに関する正しい知識や情報を
得ることができるよう、必要に応じて、教職員に対し情
報提供資材の配布や講習会の周知など、本事業に
基づく啓発活動に協力する。
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HPVワクチンに関する情報提供資材（厚生労働省）
小学校６年～高校１年相当女の子と保護者の方へ大切なお知らせ

HPVワクチンを受けたお子様と
保護者の方へ

（概要版） （詳細版）

（受けた後版）
出典：HPVワクチンに関する情報提供資材（厚生労働省HP）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/leaflet.html

定期接種最終年度のご案内（高校
１年相当の女の子と保護者向け）
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中高生向け新聞 掲載広告（2026年3月更新）

（第１弾） （第２弾）

（第３弾）

出典：HPVワクチンに関する広報について（厚生労働省HP）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/kouhou.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/leaflet.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/kouhou.html
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HPVワクチンに関する情報提供資材（厚生労働省）

出典：小学６年～高校１年相当の女の子と保護者の方へ大切なお知らせ 詳細版（厚生労働省HP）
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001681490.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001681490.pdf


HPVワクチンに関する相談先一覧（厚生労働省WEBサイト）

出典：HPVワクチン（厚生労働省HP）
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou28/index.html 84

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou28/index.html
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